
令和７年度 「能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業」に伴う    

VR映像コンテンツ制作業務仕様書 

 

１ 業務名称 

令和７年度「能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業」に伴う 

VR映像コンテンツ制作業務 

２ 事業実施予定期間 

契約日から令和７年１１月３０日まで 

３  業務委託の目的 

本市由来の文化や祭りの継承につなげるため、本市の「キリコ祭り」に VR 技術

を活用したプログラムを制作することで、教育旅行の学習素材として体感してい

ただき、実際に本市に行ってみたくなるきっかけをつくる。また、祭りを起点

に、地元のコミュニティとつながる喜びを実感することで、中長期的な視点で、

祭りへの継続的な参加につながり、課題であった人手不足の解消や祭りの継承に

つなげる。 

４ VR コンテンツのコンセプト 

VR 特有の没入感を活用し、祭りを起点に珠洲市の観光、文化、伝統産業などを

表現しつつ、実際に教育旅行を中心とした誘客促進に寄与するような内容とす

る。 

５ 業務の内容 

本業務の範囲は、以下のとおりとする。 

（１）VR コンテンツの制作業務 

①  本業務の目的、VR コンテンツのコンセプトを踏まえ高精細（４Ｋ以上）の
映像を制作すること。フレームレートは 60fps 以上とする。 

 
②  制作する動画は 1 本以上とし、利用者に最後まで見てもらえる仕掛けと適
正なコンテンツ量に配慮すること。併せて誘客だけでなく、旅中フェーズに
おける周遊促進にも使える内容を含んでいること。



③ 動画の再生時間はVRとして効果的な時間を提案する。 

④ VR  コンテンツには必要に応じ、動画の題名、名称、BGM  等を挿入し、適 宜
ナレーション、字幕などを活用し、視聴者が理解しやすい内容であること。一般
の方が不快に感じるイメージ、言葉、その他の 表現でないこと。BGM 等用の音
楽素材の使用に関して、基本的にオリジナル又はフリー音源を使用するなど、
著作権の問題が発生しないようにすること。著作権等の許諾が必要な場合は、
費用の支払いを含めた一切の手続き等を受託者の負担により行うこと。 

⑤ 動画制作にあたっては、関係者と調整しながら制作を行うこと。 
⑥ 制作にあたり他人の名誉、信用、プライバシー権、肖像権、著作権、その他
の権利を侵害しないこと。一般の個人が写る場合は、顔が映らない処理を加
える、当人から使用許諾を書面で得るなど、肖像権を侵害しないようにする
こと。 

⑦ VR コンテンツは単眼でも視聴できるよう編集を行うこと。また、ゴーグル
で視聴する以外にWEB サイトや YouTube 等で再生できるファイル形式も納品
に含めること。 

（２）安全対策等 

①  VR コンテンツ視聴設備を導入した場合における、使用者の安全対策等につ
いて提案すること。 

②  VR コンテンツ特有の「VR 酔い」や、VR ゴーグル等を用いた子供の利用に
ついての対応を提案すること。 

（３）受託者が提案する効果的な事項（自由提案） 

本業務の目的を達成するための自由提案を可能とする。ただし、提案価格内
で実行可能なもので、追加予算を必要としないものに限る。 

６ 業務実施にあたっての留意事項 

（１）契約締結後、事業完了までのスケジュール（事業計画書）を提出し、市の承
認を得て業務を実施すること。 

（２）動画の構成、撮影・編集方針等について、事前に市と打ち合わせを行うこと。 

（３）受託者は上記スケジュールにより業務を実施することとし、業務の実施にあ
たっては、市と綿密な連携を図り、進捗状況及び今後の進め方等を市に定期（月 

１回以上）及び随時報告するほか、必要に応じ協議を行うこと。 
（４）受託者は仮編集時及び納入前の段階で、必ず、市によるプレビュー（映像に

よるチェック）を受けること。プレビューの結果、修正が生じた場合、受託者は
速やかに映像の修正を行うこと。 

７  経費 

撮影や編集、納品する機材・備品に係る一切の経費（機材調達費、人件費、交
通費、宿泊費、車両費、コーディネート費、飲食費、翻訳費、各種データ費、使
用料等）は、全て委託業務費に含む。 



８  成果物 

下記の成果物を令和７年９月３０日までに納品すること。電子媒体については
不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラ
ムが混入することのないよう、適切に対処すること。 
また、データ形式、アスペクト比等については、発注者との十分な協議・調整

によること。 
（１）VR コンテンツ動画（全編・ダイジェスト版・広報版）データ（ア）（イ）を

収録した電子媒体５枚（DVD・BD 等） 

（ア） VR ゴーグル再生用データ形式 

（イ） インターネット動画サイトアップロード可能データ形式 

（２）業務実施報告書 紙媒体１部、電子媒体１部 

９ 成果品等の納入場所 

本業務の成果品等の納入場所は、珠洲市観光交流課が指定する場所とする。 

 10 著作権・肖像権 

受託事業者は、成果物が他社の所有権や著作権を侵害しないことを保証するこ
と。本事業の成果物に係る権利は、原則市に帰属する。また、加工及び二次利用
できるものとする。 
なお、合理的な理由がある場合はこの限りではないが、留保される権利につい

て、市に無期限で使用許諾し、一切の権利行使をしないこと。 
また、これらの権利について、第三者と紛争等が生じた場合は、受託者がその

責任において対処すること。 
 

 11 その他の留意事項 
（１）業務完了後、速やかに業務完了届を提出すること。 
（２）本仕様書について疑義が生じた場合、定めのない事項及び業務実施に係る細

部については、別途協議する。 
（３）やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ

市と協議のうえ、承認を得ること。 
 


